
東京電力（株）　柏崎刈羽原子力発電所

不適合管理委員会報告情報〈平成２４年７月３日（火）分〉

平成２４年７月３日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

１．ＧⅠグレード　　０件

２．ＧⅡグレード　　４件

NO. 号機等 不適合事象
原子炉安全上の

影響度合い

1 1号機
管理区域内からの物品搬出確認測定時に、チャンネルボックス収納木製容器箱１つに汚染があることを確
認した。測定エリアおよび搬出作業員に汚染なし。当該容器箱は養生し管理区域内で保管。

ＧⅢ以下

2 3号機
非常用ディーゼル発電機（３Ｂ）の定例試験記録において、記録用紙に旧様式を用いていたことを確認し
た。当該事象の影響を評価。

ＧⅢ以下

3 5号機
耐震健全性検査（その３）において、対象機器の一部が要領書に記載されていないことを確認した。当該要
領書を改訂。

ＧⅢ以下

4 6号機
管理区域内からの物品搬出確認測定時に、測定項目のうち、社内で定める項目の一部が実施されていな
い状態で物品が搬出されたことを確認した。なお、「表面汚染密度」「線量当量率」は基準値内であり影響は
ない。

ＧⅢ以下

３．ＧⅢグレード　　４件

NO. 号機等 不適合事象 備考

1 4号機
濃縮廃液ポンプ（Ｂ）において、メカニカルシール部からシール水が系統内へ流入していることを確認した。
当該メカニカルシール部を点検・修理。

2 6号機
取水口除塵装置の点検時、ストレーナ（Ｂ）ドレン弁ライニング部にひびを確認した。当該ライニング部を点
検・修理。

3 6号機
バー回転式取水口除塵装置（Ｆ）の点検時、上部シャフト（駆動力を伝える回転軸）用の吊ピースに腐食を確
認した。当該吊ピースを修理。

4 6号機
タービン建屋補機冷却水系熱交換器出口冷却水／出口海水温度の記録計が、印字されないことを確認し
た。当該記録計を点検・修理。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為（判断）とは異なる行為（判断）を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になりま
す。
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